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１. はじめに 

英国政府は、2016年 2月～4月に"public consultation"を行い、英国特許規則 2007の一括改

正案に関するコメントを求めました。その後、受領したコメントに基づく最終調整を経て、英国

特許規則が 2段階で改正されることになりました。第一段階の改正は 2016年 10月 1日に施行

され、第二段階の改正は 2017年 4月 6日に施行される予定です。 

 

上記 2 段階の改正は、ユーザーフレンドリーな特許規則を意図するものであると言われてい

ます。以下に、第一段階の改正と第二段階の改正のそれぞれの主要事項について説明します。 
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